
鳥取県新型コロナウイルス感染症医療体制充実等補助金交付要綱の一部改正 

 

鳥取県新型コロナウイルス感染症医療体制充実等補助金交付要綱の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

別表（第３条関係） 

１補助

事業 

２ 事 業

実 施 主

体 

３補助対象経

費 

４ 基 準

額 

略 

（１）

新型コ

ロナウ

イルス

感染症

患者等

入院医

療機関

等設備

整備事

業 

略 

略 

（ 令 和

５ 年 ５

月 ８ 日

か ら 令

和 ６ 年

３ 月 31

日まで） 

略 

略 

（令和５年10

月１日から令

和６年３月31

日まで） 

新型コロナウ

イルス感染症

患者の入院受

入れに必要な

病床及び医療

資機材等の整

備に要する経

費 

（１）新設、増

設に伴う初度

設備を購入す

るために必要

な需要品（消耗

品）及び備品購

入費 

（２）人工呼吸

器及び付帯す

る備品 

（３）個人防護

具（マスク、ゴ

ーグル、ガウ

ン、グローブ、

キャップ、フェ

イスシールド） 

（４）簡易陰圧

装置 

（５）簡易ベッ

ド 

（６）体外式膜

略 

（ 令 和

５ 年 ５

月 ８ 日

か ら 令

和 ６ 年

３ 月 31

日まで） 

略 

（３）個

人 防 護

具 

3,600円

× 知 事

が 必 要

と 認 め

た 人 数

分（医療

機 関 の

職 員 数

に 発 熱

患 者 等

の 診 察

日 数 を

乗 じ た

延 べ 人

数 を 上

限 と す

る） 

略 

略 

 

別表（第３条関係） 

１補助

事業 

２ 事 業

実 施 主

体 

４補助対象経

費 

４ 基 準

額 

略 

（１）

新型コ

ロナウ

イルス

感染症

患者等

入院医

療機関

等設備

整備事

業 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

（ 令 和

５ 年 ５

月 ８ 日

か ら 令

和 ５ 年

９ 月 30

日まで） 

略 

略 略 

（ 令 和

５ 年 ５

月 ８ 日

か ら 令

和 ５ 年

９ 月 30

日まで） 

略 

（３）個

人 防 護

具 

3,600円

× 知 事

が 必 要

と 認 め

た 人 数

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

略 



型人工肺及び

付帯する備品 

（７）簡易病室

及び付帯する

備品 

（８）HEPAフィ

ルター付空気

清浄機（陰圧対

応可能なもの

に限る） 

（９）HEPAフィ

ルター付パー

テーション 

ただし、令和２

年度から令和

４年度まで又

は令和５年４

月１日から令

和５年９月30

日までに本事

業による補助

を受けた医療

機関において

は、上記対象経

費のうち、病棟

単位（区画単位

含む）から病室

単位による対

応への変更に

伴い新規に必

要となる設備

及び上記（３）

個人防護具以

外は補助対象

外とする。ま

た、（３）個人

防護具の補助

対象期間は「新

型コロナウイ

ルス感染症の

令和５年10月

以降の医療提

供体制の移行

及び公費支援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



の具体的内容

について」（令

和５年９月15

日付厚生労働

省新型コロナ

ウイルス感染

症対策推進本

部事務連絡）で

定める病床確

保の対象期間

（以下「病床確

保対象期間」と

いう。）に限る

ものとする。 

※消防機関に

ついては、（３）

個人防護具（マ

スク、ゴーグ

ル、ガウン、グ

ローブ、キャッ

プ、フェイスシ

ールド）のみを

補助対象とす

る。 

略 

（３）

新型コ

ロナウ

イルス

感染症

を疑う

患者受

入れの

ための

救急・

周産期

・小児

医療体

制確保

事 業

（設備

整備等

事業） 

略 

略 

（ 令 和

５ 年 ５

月 ８ 日

か ら 令

和 ６ 年

３ 月 31

日まで） 

略 

（令和５年４

月１日から令

和５年９月30

日まで） 

略 

（令和５年10

月１日から令

和６年３月31

日まで） 

新型コロナウ

イルス感染症

が疑われる患

者を診療する

ために必要な

病床及び医療

資機材等の整

備に要する経

費 

（１）新設、増

略 

（２）個

人 防 護

具 

3,600円

× 知 事

が 必 要

と 認 め

た 人 数

分（医療

機 関 の

職 員 数

に 発 熱

患 者 等

の 診 察

日 数 を

乗 じ た

延 べ 人

数 を 上

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

（３）

新型コ

ロナウ

イルス

感染症

を疑う

患者受

入れの

ための

救急・

周産期

・小児

医療体

制確保

事 業

（設備

整備等

事業） 

略 

略 

（ 令 和

５ 年 ５

月 ８ 日

か ら 令

和 ５ 年

９ 月 30

日まで） 

略 

 

 

 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

（２）個

人 防 護

具 

3,600円

× 知 事

が 必 要

と 認 め

た 人 数

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 



設に伴う初度

設備を購入す

るために必要

な需要品（消耗

品）及び備品購

入費 

（２）個人防護

具（マスク、ゴ

ーグル、ガウ

ン、グローブ、

キャップ、フェ

イスシールド） 

（３）簡易陰圧

装置 

（４）簡易ベッ

ド 

（５）簡易診療

室及び付帯す

る備品 

（６）HEPAフィ

ルター付き空

気清浄機（陰圧

対応可能なも

のに限る） 

（７）HEPAフィ

ルター付きパ

ーテーション 

（８）救急医療

を担う医療機

関において、疑

い患者の診療

に要する備品 

（９）周産期医

療又は小児医

療を担う医療

機関において、

疑い患者に使

用する保育器 

ただし、令和２

年度から令和

４年度まで又

は令和５年４

月１日から令

和５年９月30

限 と す

る） 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 



日までに本事

業による補助

を受けた医療

機関において

は、上記（３）

個人防護具以

外は補助対象

外とする。ま

た、（３）個人

防護具の補助

対象期間は病

床確保対象期

間に限るもの

とする。 

略 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 
 

  

 

附 則 

この要綱は、令和５年 10 月５日から施行し、令和５年 10 月１日実施事業について適用する。 

 


